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 議案審議とその結果（1） 現在、議会は最終日 3/24（金曜日）を残すのみで

す。今回はこの定例会で議案となり、審議がされたものの中から抜粋して報告して参りた

い思います。本来は全て報告するのが当然ですが、紙面の都合上割愛させていただく案件

もございますので、ご理解いただければ幸いです。詳細についてはお問い合わせいただけ

れば幸いです。また、４月中に市政報告会を開催いたしますのでお越しください。ご意見、

ご叱責等があればお気軽にお寄せ下さい。（掲載の順番と審議の順番は一致しません。） 
 
 地方分割推進一括法に関する議案について  
 
本年の４月 1 日より「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（地方
分割推進一括法）」が施行され、地方自治法も改正されます。 
 
この件に関して、印西市の条例も内容が改正されますので「条例の整備」を議案として審
議が行われました。 
 
この地方分割推進一括法の目的は、地方公共団体と国の役割を明確にし、国民の自立を 
図って行こうとするものであります。具体的には、地方公共団体は住民の福祉の増進を図
ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うも
のとされます。これは、住民に身近な行政は、住民に身近な存在である地方公共団体にお
いて処理するという地方自治の基本的な趣旨から、地方公共団体が地域における総合的な
行政主体としてその役割を自主的かつ積極的に果たすべきことや、国に対して住民に身近
な行政は地方公共団体に委ねることを求めたものです。 
これに対して国は、地方公共団体がその役割を果たすことができるよう、次のような国が 
本来果たすべき役割を重点的に担うものとされます。 
 
① 国際社会における国家としての存立に関わる事務 
② 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動または地方自治に関する基本

的な準則に関する事務 
③ 全国的な規模でまたは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の

実施 
 
審議された議案は以下の通りです。 
（以下の議案は全て可決され、私ぐんじとしのりは全て「賛成」いたしました。） 
 
＊ 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例

の整備等に関する条例の制定について 
  （この条例で、今回の法律改正において１６の関係条例を改正しました。 
  －改正された条例 市税条例／環境審議会条例／道路占有条例 等 16 条例 
  市民の皆様にとり、運用上では４／1 を境に変わるものではありません。） 
 
＊ 土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する条例 

 ＊ 印西市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 
 （両条例とも市民の皆様にとり、運用上では４／1 を境に変わるものでは 
  ありません。） 

 
 －地方分権に関しては、後日この紙面にて、詳細に報告してまいります。 
 



 平成 11 年度印西市 一般会計補正予算案 認定について  
（結果／可決）私は賛成の立場をとりました。しかし、議案の審議の際に以下の点を問
い、次の意見を述べました。 
 
＊保育所費や母子衛生費の支出が予算策定時より少額だったのはなぜか？ 
 （回答）出生数が見こみより少なかった。また育児相談の数も減っている。 
 
（意見）予算は使い切るよりも余ったほうがいいのは当然であるが、予算が必要な部署
に充分予算が回るように策定されたのだろうか？縦割りの計画だけでなく、全庁で、
「今後支出すべき事業は何かを」考えて欲しいと思う。 
（保育所費や母子衛生費等に関しては、利用できるようにＰＲに努めるべきである。） 
 

 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の一部を改正する条例の制定について   

（結果／可決） ４／１からの民法改正により、「禁治産」等の呼称が変わります。こ
の呼称変更に伴う条例の改正です。（印鑑条例、行政手続条例等）わたしはこの議案に
対して賛成をしましたが、以下の提案を執行部にしました。 
 
文言の訂正だけでなく、内容についても検討をすべきである。今回の民法改正に 
おいては「軽度の痴呆や知的障害者の方」を対象に「被補助人」とする新しい類型が 
設けられているが、印西市の条例には考慮されていない。今後、早急に条例の検討・ 
整備を行って欲しい。 
 

 印西市中小企業資金融資条例の制定について  
（結果／可決） 私は「賛成」しました。しかし、この条例についても過去４年間の利
用実績がゼロであることを問い質し、ＰＲ不足であることを伝え、広報等への掲載を 
約束していただきました。 
 
（参考）印西市中小企業資金融資制度 
  融資対象／機関 市内で１年以上同一企業を営んでいる中小企業者の 
   設備資金／1500 万円（７年）、運転資金／1000 万円（５年）－連帯保証人必要 
   特別小口事業資金／300 万円（３年） －担保／連帯保証人不要 
  融資利率／７年以内 3.6％（保証料 0.95％ ／利子補給率 実績に応じ 2.0％）他 
  詳細問い合わせ先／印西市産業課商工観光室 ４２－５１１１ 
 
牧の原の将来について  
Ｑ．3.3.6 県道千葉ニュータウン南環状線について（３） 
 －現在工事中の高花地区からヤマザキまでの部分が４車線になるのはいつ頃か？ 
 
Ａ，公団に確認したところ、予定では３月末日までに完成予定でしたが、予定が 
  遅れているとのことでした。また、その先の「原地区」までの開通は 
  「今のところ４車線になる時期については決まっていない状況である」とのことです。 
 
 ＊＊ 国道４６４号線（「桜台」から北総浄水場先「竜腹寺」まで 片側２車線） 
  ４月２５日（木曜日）１２：００開通予定です。通行にご注意を！ 

 
 

（ぐんじとしのりの活動） 
西の原中学校の卒業式に出席させていただきました。入学式にも参加させていただきます。 
西の原小学校の卒業式に出席させていただきました。 
原小学校の入学式にお伺いさせていただきます。宜しくお願いいたします。 
 
＊いつもご声援ありがとうございます。(次回は続いて、定例会の報告を中心に行って参り

ます。今後ともご指導ください。宜しくお願いいたします。)     ぐんじとしのり 


